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定例市長記者会見資料 
令和３年 1 2 月 2 1 日 
健康部保健所保健予防課 

 

新型コロナウイルス感染症危機管理マニュアルの概要について 

 

１．マニュアル作成の目的 

今夏の感染拡大（第５波）において浮き彫りとなった課題として、新型コロナウイルス感染

症の陽性者が急激に増えたことから、保健所の業務量が膨大になり、積極的疫学調査や自宅療

養者への支援等に遅延が生じ始めたことから全庁体制で対応したが、保健所側の受け入れ体制

が不十分であったことが挙げられる。 

  今般、国が感染や医療逼迫の状況等を評価する「新たなレベル分類」を提唱し、県において

もレベル移行の指標の目安等を定め、今月より運用を開始したことから、市において、国及び

県のレベル分類を踏まえ、保健所機能を強化すべきタイミングや必要となる人員規模等を定め、

関係部局間で共有するため、新たに「新型コロナウイルス感染症危機管理マニュアル」を作成

するものである。 

 

２．マニュアルの概要 

(1) 保健所体制移行の考え方（陽性者数等の想定） 

国が示した感染や医療逼迫の状況等を評価する「新たなレベル分類」及び県が定めた指標

を踏まえつつ、次により保健所体制の強化を図ることとする。 

・高い段階への移行は、高い段階の指標のいずれかが該当した場合 

   ・低い段階への移行は、低い段階の指標が全て該当した場合 

   ・第１段階は、全ての指標を維持している場合 

 

 保健所体制区分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 

移
行
目
安
指
標 

1日当たり陽性者数 2人以下 2人以下 9人以下 18人以下 25人以下 

全入院者数 2人以下 7人以下 22人以下 36人以下 51人以下 

全宿泊療養者数 1人以下 16人以下 27人以下 72人以下 89人以下 

全自宅療養者数 1人以下 2人以下 2人以下 9人以下 65人以下 

1日当たり PCR検査数 20人以下 20人超 

※保健所体制区分の段階の移行は、総合的に勘案して判断するものとして、移行指標の数値

はあくまで目安とする。 

 

(2) 各段階における人員体制及び強化計画 

   保健所体制については、移行目安指標を踏まえて体制の強化を図るものとする。 

    ・第１～第２段階＝保健所（感染症担当）において、体制を確保 

    ・第３段階   ＝健康部・保健所職員において体制を確保 

    ・第４～第５段階＝全庁体制をとって体制を強化 

なお、体制強化に当たっては、移行目安指標を踏まえ、あらかじめ準備を進め、段階を移

行させた際には速やかに体制の強化を図るものとする。 
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〔段階別の各班体制〕 

 

第 1段階 第 2段階 第 3段階 第 4段階 第 5段階 
 全体体制人数 14人 17人 40人 73人 76人 

広
報
班 

保
健
所 

保健予防課      

保健総務課 事務等 2 事務等 2 事務等 4 事務等 4 事務等 4 

健康づくり推進課      

衛生課      

計  2  2  4  4  4 

相
談
対
応
班 

保
健
所 

保健予防課 専門 2 専門 2 専門 2 専門 2 専門 2 

保健総務課      

健康づくり推進課   専門 2 専門 4 専門 4 

衛生課      

計  2  2  4  6  6 

疫
学
調
査
班 

保
健
所 

保健予防課 事務等 1 
 専門 3 

事務等 1 
専門 5 

事務等 1 
専門 5 

事務等 1 
専門 5 

事務等 1 
専門 5 

保健総務課      

健康づくり推進課   専門 6 専門 13 専門 13 

衛生課   事務等 2 事務等 2 事務等 2 

健康部   専門 2 専門 2 専門 2 

全庁体制    事務等 12 事務等 12 

計 4 6 16 35 35 

健
康
観
察
班 

保
健
所 

保健予防課 専門 2 専門 3 専門 3 専門 3 専門 3 

保健総務課      

健康づくり推進課   専門 1 専門 2 専門 2 

衛生課   事務等 2 事務等 2 事務等 2 

健康部   専門 1 専門 1 専門 1 

全庁体制    事務等 5 事務等 5 

計 2 3 7 13 13 

情
報
管
理
・
事
務
班 

保
健
所 

保健予防課 事務等 2 事務等 2 事務等 2 事務等 2 事務等 2 

保健総務課   事務等 2 事務等 2 事務等 2 

健康づくり推進課      

衛生課      

健康部      

全庁体制    事務等 4 事務等 7 

計 2 2 4 8 11 

患
者
・
検
体
搬
送
班 

 

保
健
所 

保健予防課 事務等 2 事務等 2 事務等 1 事務等 1 事務等 1 

保健総務課      

健康づくり推進課      

衛生課   事務等 2 事務等 4 事務等 4 

健康部   事務等 2 事務等 2 事務等 2 

全庁体制      

計 2 2 5 7 7 

合
計 

 

保
健
所 

保健予防課 12 15 14 14 14 

保健総務課 2 2 6 6 6 

健康づくり推進課   9 19 19 

衛生課   6 8 8 

健康部   5 5 5 

全庁体制    21 24 

 ※専門：保健師・看護師。 事務等：保健師・看護師以外の職種（獣医師、薬剤師、事務等） 

※外部人材（専門職含む）の活用：「相談対応班」、「疫学調査班」、「健康観察班」、「情報管理・事務班」 

  外部委託の活用：「患者・検体搬送班」 
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 ※感染状況及び国通知等を踏まえ、適宜見直しを行う。 

 (3) 各班の主な所掌事務 

担当 主な所掌事務 

広報班 ・陽性者数等の公表等に関すること 

電話相談班 ・受診相談センターの運営に関すること 

・市民等からの相談対応に関すること 

疫学調査班 ・陽性者の積極的疫学調査に関すること 

・行政検査の実施に関すること（医療機関との調整含む） 

・陽性者のトリアージ受診に関すること 

・入院調整に関すること 

・濃厚接触者の行政検査の調整に関すること 

・施設調査に関すること 

健康観察班 ・検査結果の告知に関すること（陰性者への連絡） 

・宿泊療養施設への入所に関すること 

・自宅療養者への支援に関すること 

 （パルスオキシメーターの貸出、生活支援物資の配送等） 

・自宅療養者の療養指導、健康観察に関すること 

・医師会との連携、健康観察アプリの運用に関すること 

・入院患者及び宿泊療養者の療養状況等の把握に関すること。 

・濃厚接触者の健康観察に関すること 

・医療機関への受診調整に関すること 

・クラスター対応に関すること 

情報管理・事務班 ・発生届の受理、HER-SYSに関すること 

・陽性者への就業制限通知及び入院勧告等に関すること 

・陽性者の医療費の公費負担に関すること 

・県保健医療調整本部との連絡調整に関すること 

・データ管理に関すること 

・感染症診査協議会に関すること 

患者・検体搬送班 ・検体の回収及び搬送に関すること 

・交通手段のない検査対象者、陽性者の移送に関すること 

   ※各班所掌は現時点でのものであり、感染状況及び国通知等により適宜見直しを行う。 

 

 

３．マニュアル策定日  令和３年 12 月 17 日 

 

 


